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令和４年３月10日（木）午後４時00分 

貝塚市教育庁舎３階会議室 

日程 

番号 

議案 
事 件 名 備考 

種別 番号 

１   会議録署名委員の指名  

２   会期決定の件  

３ 議案 11 令和３年度教育費補正予算(第８号)の件  

４ 〃 12 令和４年度教育費補正予算(第１号)の件  

５ 〃 13 
令和４年貝塚市教育委員会会議第１回定例会会議録 

承認の件 
 

本日の会議に付した事件 

１．会議録署名委員の指名 

２．会期決定の件 

３. 令和３年度教育費補正予算(第８号)の件 

４. 令和４年度教育費補正予算(第１号)の件 

５. 令和４年貝塚市教育委員会会議第１回定例会会議録承認の件 

 

教育長及び出席委員 

                  鈴木 司郎  教育長 

１番  樽谷 栄子  教育委員会委員 

              ２番  西村 卓也  教育委員会委員 

３番  田中 廉久  教育委員会委員 

４番  浅田 真由美 教育委員会委員 

 

議案説明のため出席した者 

教育部長       樽谷 修一       教育部参与      浦川 英明 

教育総務課長     山本 利恵子      学校教育課長     秦 真人 

学校教育課参事    永井 隆幸       学校教育課参事    田代 邦彦 

社会教育課長     西川 桂子       スポーツ振興課長   岸和田谷 貴浩 

中央公民館長     甲斐 裕二       図書館長       見川 直子 

青少年教育課長    古家 拓実 

 

事務局職員出席者 

山本 利恵子 教育総務課長 

小牧 真也 教育総務課長補佐 

植山 卓哉 教育総務課主査 
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午後４時00分開会 

○教育長（鈴木 司郎） ただいまから、令和４年貝塚市教育委員会会議第 ２回定例会を開きます｡ 

  これより事務局に本日の出席委員数及び欠席委員等の氏名の報告を求めます。 

○事務局（山本 利恵子） ご報告申し上げます。出席委員は４名全員であります。 

以上で報告を終わります。 

○教育長（鈴木 司郎） ただいま報告のとおり、出席委員は４名をもちまして会議は成立しております

ので、ただいまから本日の会議を開きます。 

これより事務局に諸般の報告を求めます。 

○事務局（山本 利恵子） 諸般の報告を申し上げます。 

本日開会されました令和４年貝塚市教育委員会会議第２回定例会は、３月７日付で招集告示し、本日の

開議時刻を午後４時と定めてご通知申し上げました。 

今回の提案事件は、議案３件であります。 

なお、本日の議事説明員として、出席を求めた事務局の職員の職氏名は、プリントしてお手許へ配付いた

しているとおりであります。以上で報告を終わります。 

                  ○          ○                   

○教育長（鈴木 司郎） これより日程審議に入ります。日程第１、会議録署名委員の指名をおこないま

す。会議録署名委員は会議規則第54条の規定により、２番 西村 卓也 委員、４番 浅田 真由美 

委員を指名いたします。 

                  ○          ○                   

○教育長（鈴木 司郎） 次に日程第２、会期決定の件を議題といたします。今回の会期は招集日の１日

に決定してご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

   ご異議なしと認めます。よって会期は１日に決定いたしました。 

                  ○          ○                   

○教育長（鈴木 司郎） 次に日程第３、議案第11号 令和３年度教育費補正予算(第８号)の件を議題と

いたします。 

   

議案第 11号 令和３年度教育費補正予算(第８号)の件 

   

○教育長（鈴木 司郎） これより議案の説明を求めます。樽谷 修一 教育部長。 

○教育部長（樽谷 修一） 議案第 11号 令和３年度教育費補正予算（第８号）の件について、ご説明

申し上げます。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条の規定により、本件につきまして、ご審議いただ

きたく存じます。 

まず、歳入のページをご覧ください。 

第 14款 国庫支出金、第２項 国庫補助金、第６目 教育費国庫補助金における小学校費補助金のう

ち 3,029万１千円の補正は、二色小学校校舎トイレ改修工事に係る交付金を計上するものであります。 

二色小学校校舎トイレ改修工事につきましては、令和４年度の国庫補助金の対象となるよう申請を

しておりましたが、令和４年１月に令和３年度の国庫補助金の対象とする旨の内示があったことから、

これを活用するほうが財政的に有利になると判断し、補正予算を計上するものであります。 

また、小学校費補助金のうち 742万５千円及び中学校費補助金 382万５千円の補正は、感染症対策

等の学校教育活動継続支援事業として、密を避け、感染症対策を実施しながら学校教育活動を行うた

めに必要な備品購入に係る補助金を計上するものであります。 

次に、歳出のページをご覧ください。 

第 10款 教育費 第２項 小学校費 第１目 学校管理費における 1,485万円及び第 10款 教育費 第３

項 中学校費 第１目 学校管理費における 765万円の追加補正は、先ほど歳入の項目でご説明させてい

ただいた感染症対策等の学校教育活動継続支援事業として、密を避け、感染症対策を実施しながら学
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校教育活動を行うために必要な備品を購入するための経費を計上するものであります。 

また、第２項 小学校費 第３目 学校建設費における 7,858万４千円の追加補正は、先ほど歳入の項

目でご説明させていただいた二色小学校校舎トイレ改修工事の工事請負費と工事監理委託料を計上す

るものであります。 

次に、繰越明許費のページをご覧ください。 

繰越明許は、令和３年度教育費予算の歳出経費の中で、年度内に支出が終わらない見込があるものに

ついて、翌年度に繰り越して使用することができるよう、地方自治法第 213条第１項の規定に基づき

計上するものであります。 

第 10款 教育費 第２項 小学校費及び第３項 中学校費 学校保健特別対策事業の繰越明許について

は先の歳入及び歳出の追加補正にてご説明させていただいた新型コロナウイルス対策等の備品を令和

３年度中に購入することが不可能ですので、令和４年度に繰越して使用できるよう、計上するもので

あります。 

また、第２項 小学校費 小学校トイレ改修事業の繰越明許については、先の歳入及び歳出の追加補

正にてご説明させていただいた二色小学校校舎トイレ改修工事につきまして、令和３年度中に竣工す

ることが不可能ですので、令和４年度に繰越して使用できるよう、計上するものであります。 

以上のとおりでありますので、何卒よろしくご審議の上、ご賛同たまわりますようお願い申し上げ

ます。 

○教育長（鈴木 司郎） 議案の説明が終わりました。 

  ただいまから質疑に入ります。小学校・中学校のコロナ対策の費用について、具体的にどのような

ものを購入予定なのか教えてください。田代 邦彦 学校教育課参事。 

○学校教育課参事（田代 邦彦） 来年度、密を避け少人数で授業をするために必要なものとして、例

えばプロジェクターとスクリーンが一体化したものなどを購入しようと考えております。 

○教育長（鈴木 司郎） 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり｡〕 

  質疑はないものと認めます。 

これよりご意見を伺います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり｡〕 

○教育長（鈴木 司郎） ご意見もないようですので、これより採決いたします。 

  本案を可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議なしと認めます。よって本案は可決されました。 

                  ○          ○                  

○教育長（鈴木 司郎） 次に日程第４、議案第 12号 令和４年度教育費補正予算(第１号)の件を議題

といたします。 

                                                

議案第 12号 令和４年度教育費補正予算(第１号)の件 

                                                                                            

○教育長（鈴木 司郎） これより議案の説明を求めます。樽谷 修一 教育部長。 

○教育部長（樽谷 修一） 議案第12号 令和４年度教育費補正予算（第１号）の件について、ご説明

申し上げます。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により、本件につきまして、ご審議いただ

きたく存じます。 

まず、歳入の表をご覧ください。 

第15款 府支出金、第２項 府補助金、第８目 教育費府補助金における125万円の補正は、公立幼稚

園における新型コロナウイルス感染症対策に係る交付金「教育支援体制整備事業費交付金」でありま

す。 

 続きまして、歳出の表をご覧ください。 

第10款 教育費、第４項 幼稚園費、第１目 幼稚園費における150万円の追加補正は、「子ども・子育て
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支援交付金」及び「地方創生臨時交付金」を活用して、市立幼稚園における一時預かりを利用してい

る園児及びそれに従事する職員等の新型コロナウイルス感染防止を図り、安心・安全な生活環境を確

保するための衛生用品及び備品を購入する経費を計上するものです。 

また、第10款 教育費、第４項 幼稚園、第1目 幼稚園費における250万円の追加補正は、国の教育支

援体制整備事業費交付金・幼稚園の質の向上のための緊急環境整備を活用して、公立幼稚園において

新型コロナウイルス感染症対策を実施しつつ、園児を健やかに育むことのできる環境整備の推進に必

要な経費を計上するものでございます。 

幼稚園において、令和４年度以降も引き続き感染症対策を徹底するために必要な消毒液などの保健

衛生用品等の購入費用を計上いたしております。 

以上のとおりでありますので、何卒よろしくご審議のうえ、ご賛同たまわりますようお願い申し上

げます。 

○教育長（鈴木 司郎） 議案の説明が終わりました。 

  ただいまから質疑に入ります。浅田 真由美 委員。 

○委員（浅田 真由美） 歳出について、保健衛生用品以外では何がありますか。 

○教育長（鈴木 司郎） 秦 真人 学校教育課長。 

○学校教育課長（秦 真人） 今回の250万円の追加補正につきましては、基本的に消耗品のみが対象と

なっております。幼稚園では日常必要とされているアルコールやマスクの備蓄分を常に揃えながら、

非接触型のソープディスペンサー及びアルコールディスペンサーなども購入しております。 

○教育長（鈴木 司郎） 他にございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり｡〕 

質疑はないものと認めます。 

これよりご意見を伺います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり｡〕 

ご意見もないようですので、これより採決いたします。 

 本案を可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議なしと認めます。よって本案は可決されました。 

                  ○          ○                  

○教育長（鈴木 司郎） 次に日程第５、議案第 13号 令和４年貝塚市教育委員会会議第１回定例会会

議録承認の件を議題といたします。 

                                                

議案第 13号 令和４年貝塚市教育委員会会議第１回定例会会議録承認の件 

                                                                                            

○教育長（鈴木 司郎） お諮りいたします。令和４年貝塚市教育委員会会議第１回定例会会議録の朗

読は、省略したいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり｡〕 

ご異議なしと認めます。よって、会議録の朗読は、省略することに決定されました。 

ただいまから質疑に入ります。 

〔「なし」と呼ぶ者あり｡〕 

   質疑はないものと認めます。 

これよりご意見を伺います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり｡〕 

ご意見もないようですので、これより採決いたします。 

本案を承認することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり｡〕 

ご異議なしと認めます。よって、本案は承認することに決定されました。 

                  ○          ○                   
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○教育長（鈴木 司郎） これをもちまして、令和４年貝塚市教育委員会会議第２回定例会を閉会いたし

ます。 

午後４時13分 閉会 

                                                

 

 

 

 

貝塚市教育委員会教育長   

貝塚市教育委員会委員  

貝塚市教育委員会委員  

 


